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第５回佐賀市文化振興基本計画策定委員会 会議録 

 

開催日 令和3年2月19日（月） 

開催時間 16時～17時 

出席者 

委 員 
高島委員長、金子副委員長、西原委員、白木委員、 

桑原委員、宮﨑委員、吉村委員 

事務局 
百崎教育部長、木島教育副部長兼文化振興課長、北島副課長、 

角係長、上瀧主任 

議 事 第3次佐賀市文化振興基本計画について 

欠席委員 福島委員 

傍聴者 なし 

報道関係者 なし 

 

〇事務局 

ただいまから、第 5 回、文化振興基本計画策定委員会を開催いたします。 

本日の流れでございますが、お手元の次第に沿って進めてまいります。事前にお送りしていた資料、

また、現計画の冊子等を持ちでない方は申し出ください。 

これからの会議は、佐賀市文化振興基本計画策定委員会設置要綱第 5 条の規定に基づき、高島委員

長に進行をお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

〇委員長 

それでは、私の方で議事の進行をいたします。 

まず、この議事の進行でございますが、本日の会議の公開の是非をまず図りたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

（異議なしの声） 

 

〇委員長 

本日の会議を公開として、これより議事に入ります。 

なお、本日の議事につきましては、最初にパブリックコメントの結果について報告いただき、その

後、第 3 次計画の最終の素案審議を行いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、まず、パブリックコメントの結果について、事務局より報告をお願いいたします。 

○事務局 

パブリックコメント結果について御報告いたします。 

皆様にお配りしている資料のとおり、令和 2 年 12 月 25 日から令和 3 年 1 月 26 日までの期間、HP

や市報、また各支所や公民館等で実施し、今回、寄せられた意見はありませんでした。この結果につ

いては、HP やパブリックコメントを実施した施設等で公表しており、また 3 月 15 日号の市報におい
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てもこの結果について公表する予定です。 

〇委員長 

 只今の事務局の説明に対し、御意見・御質疑がありましたらお願いいたします。 

 意見が無いようでしたら、前回会議の後、修正等を行った箇所や、委員の皆様意見が出た箇所につ

いて、説明をお願いします。 

 

○事務局 

 計画の素案を御説明する前に、今回、画像の差替えや注釈の変更を行った箇所、また、文章の細か

な記載方法の変更を行った箇所については、御説明をせず、主な修正箇所ののみ御説明をいたします。

なお全ての修正箇所については、朱書きで記載しておりますので、お手数ですが、ご確認ください。 

 また、画像注釈の全体のルールとして、指定文化財を掲載する際は、国、県、市いずれの区分化を

記載し、その次に文化財の種別を、そして文化財の名称を記載しております。その際、文化財の１棟

などの員数は省略した形で画像を掲載しております。 

 続きまして、修正箇所について御説明いたします。 

9 ページを御覧ください。 

佐賀市の概況における、歴史・沿革について、幕末から、明治期までの記載を修正しております。 

第2次計画においては、「こうした情勢から、長崎警備を重視するため軍事力の強化が推し進められ、

天保3年（1832）頃から洋式砲術の研究が進められ、天保15年（1844）には火術方が設置されました。

以後、佐賀藩の貪欲なまでの西洋科学への傾倒は、全国に先駆けて製鉄・造船施設及び理化学研究施

設の設立に繋がっていきました。このことにより、「薩長土肥」と呼ばれる雄藩となり、日本の近代化

に大きく貢献しました。 

明治4年（1871）廃藩置県が行われ、佐賀県が設置されました。明治時代のわが国は、欧米諸国を模

範とした近代国家づくりをめざしており、この国づくりには、佐賀藩出身者も多く参画しました。」 

としておりましたが、火術方など、あまり馴染みのない用語が使われていたため、修正しております。 

修正案は、「こうした情勢から、長崎警備の体制を強化するため軍事力の増強が図られ、西洋砲術

の導入や、鋳砲事業の推進へとつながりました。以後、佐賀藩の貪欲なまでの西洋科学への傾倒は、

反射炉による鉄製大砲の鋳造や精煉方跡での理化学研究、三重津海軍所跡での造船・修船などへ発展

していきました。これにより、佐賀藩は「薩長土肥」と呼ばれる雄藩となり、日本の近代化に大きく

貢献しました。 

明治4年（1871）に廃藩置県が行われ、佐賀県が設置されました。明治新政府は、欧米諸国を模範と

した近代国家づくりをめざしており、佐賀藩出身者も多く参画しました。」としております。 

続きまして、10ページです。 

第2次計画においては、佐賀戦争（佐賀の乱）と記載しておりましたが、佐賀の乱については、その

記載方法について、さまざまな御意見をいただくことも多かったため、平成30年度に、佐賀市の説明

板や刊行物においては、佐賀の乱（佐賀戦争）と併記することを決定しており、その基準に則り記載

しております。 

続きまして、12ページです。第2節文化振興の現状と課題として、本文の末尾に新型コロナウイルス

感染症についての記載を追加し、それを課題として、掲載しております。 
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本文を「また、新型コロナウイルス感染症は私たちの生活様式や文化のあり方を大きく変えるもの

となっており、そのような状況下における鑑賞・活動の機会の提供のあり方を検討する必要がありま

す。とし、課題として、「コロナ禍における「新しい生活様式」の実践を通した機会の提供」を追記し

ております。 

 また、主な施設一覧について、これまでは「歴史館等」として、記載をしておりましたが、その定

義があいまいな部分もございましたので、それらを包括した形の「美術館・博物館等」としておりま

す。 

 演劇ハウス（ライブハウス）の数についても、令和 2年 10 月 1 日現在の数に修正しております。 

続きまして、17ページです。文化芸術活動への支援に係る主な顕彰一覧について、令和2年3月末と

していた数値を令和3年3月末時点に修正しております。 

41ページです。 

第 3章の第 1 節計画の基本理念の本文の中頃について、歴史遺産の説明を加えております。 

本文を「代表的な歴史遺産には、日本最古の湿地性貝塚を擁する縄文時代の「東名遺跡」をはじめ、

城下町佐賀を潤してきた江戸時代の利水施設「石井樋」、佐賀藩主鍋島氏の居城であった「佐賀城跡」、

幕末・明治に活躍した佐賀の先人にゆかりのある史跡、そしてわが国の近代化のさきがけとなった「築

地反射炉跡」や「三重津海軍所跡」をはじめとする幕末佐賀藩の近代化産業遺産などがあります。」と

しております。また、第 2 次計画までは、「三重津海軍所跡」などを産業遺産として掲載しておりま

したが、第 3 次計画からは全て重点事業などの記載にあわせて「幕末佐賀藩の近代産業遺産」に修正

しております。 

続きまして、42ページになります。 

 1つ目の基本方針「文化を「創る」、「伝える」、「支える」人づくり」の句読点を削除しております。 

この修正にあわせて、43ページの計画の体系図も修正しております。 

47ページです。 

「第1節文化を通じた人づくり【基本目標1】」における「（３）誰もが文化に親しめる機会の提供」

について、本文の末尾に新型コロナウイルス感染症について、記載を行っており、「新型コロナウイル

ス感染症の拡大に伴い提唱されている「新しい生活様式」の実践を通して、誰もが文化に親しめる機

会の提供を行います。としています。また、主な取組と内容として「新しい生活様式の実践を通した

文化に親しめる機会の提供」、「新型コロナウイルス感染症対策を講じることで、誰もが文化に親しめ

る機会を提供します。」と追記しております。 

56ページの重点事業です。 

 まず、重点事業の順番を入れ替えております。「(1)次世代につなぐ人材育成支援」の次に「(2)東名

遺跡の史跡整備及び埋蔵文化財センターの整備」を記載しております。 

「(1)次世代につなぐ人材育成支援」については、本文の最初に「障がいの有無や国籍に関わらず、

全ての人に対して」と修正しております。 

 「(2)東名遺跡の史跡整備及び埋蔵文化財センターの整備」の本文を修正しております。これまで

「埋蔵文化財センターとしての機能を兼ね備えたガイダンス施設」としていたものを前回の会議で委

員から御指摘いただいたことを踏まえて「東名遺跡ガイダンス施設と埋蔵文化財センターの複合施設」
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と整理しております。 

「(5)文化施設の整備・活用」についてです。 

 こちらは、前回の会議において、内容は分かりにくいとの御指摘をいただいておりましたので、「ま

た、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い提唱されている「新しい生活様式」の実践を通して、さ

まざまな感染症対策を講じながら、人々が交流し、活発な文化活動を行うことができるよう、文化施

設の整備・活用について検討し、取り組んでいきます。」と修正しております。 

以上が主な修正になります。 

 

○委員長 

事務局からの説明に対して、御意見や御質疑がございましたらお願いします。 

 

○委員 

33 ページの文末に「また、市には「文化施設の整備・充実」を、民間には「後継者の発掘・育成」

と人的資源の提供を求めている傾向がみられます。」となっていますが、主語が無くわかりにくく感

じます。 

○事務局 

文化芸術団体が求めているということが分かる形に修正いたします。 

○委員 

 次に、41ページや56ページの記載で、日本最古の湿地性貝塚を擁する縄文時代の東名遺跡となって

いますが、湿地性貝塚であるとしたら間違いなのでしょうか。 

○事務局 

 東名遺跡は、貝塚部分がピックアップされていますが、貝塚の上の丘陵には集落の一部が見つかっ

ていますので、全体を表す記載としています。 

○委員 

 そうすると、住居の部分がメインで、貝塚が付属しているものという認識になりますが、ほとんど

の人は住居の部分のことをあまり知られていないと思うので、貝塚を中心に記載した方が分かりやす

いのではないでしょうか。 

○事務局 

 今後は、集落の部分と貝塚それぞれについて、情報発信をしていきたいと思います。 

○委員 

 貝塚を擁する縄文時代の集落遺跡という認識でよろしいのでしょうか。 

○事務局 

 そのとおりです。 

○委員 

 57ページに「佐賀県が推進するSAGAサンライズパークの整備と連携した佐賀市文化会館の改修など

を行い、市民が利用しやすい環境の整備に努めます。」の改修などの「など」は不要ではないでしょう

か。 

○事務局 
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 サンライズパークと文化会館を結ぶペデストリアンデッキを新設しますので、改修だけでなく、新

築する部分もありますので、「など」としております。 

○委員 

 新型コロナウイルス感染症の拡大は続いておりますが、ワクチンの接種も始まっています。そうな

ると、状況が変わってくると思いますが、そのあたりを見越した計画の記載などはできないのでしょ

うか。 

○事務局 

 計画の期間は5年としておりますので、計画期間中に状況が変わるようであれば、次の計画を策定

する際には、そのような部分も含めて検討をできればと考えております。しかし、現時点では、見通

しが立っていませんので、そこまで含めて記載するのは難しいと思います。 

○委員 

 26ページの佐賀城下ひなまつりの写真が分かりにくいので他の写真に差替えできないでしょうか。 

○事務局 

 他の写真との差替えを検討します。 

○委員 

 文化施設一覧に徴古館が含まれていないようですが。 

○事務局 

 徴古館を含めて掲載いたします。 

○委員長 

 他に意見はございませんか。 

 意見が無ければ、予定されていた議事は終了しましたので、事務局へお返しいたします。 

○事務局 

ありがとうございました。 

今後、校正作業を進め、印刷製本作業に入りますが、その際、内容の変更を伴わない事項の修正に

ついては、事務局の方で対応いたします。 

本日の審議を踏まえて、まとめた計画案を最終案として、今月行われる定例教育委員会に諮ること

といたします。これをもちまして、第 5回佐賀市文化振興基本計画策定委員会を終了します。本日は

ありがとうございました 

 

 

 

 


